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第２期北海道上富良野町基本計画 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

(1) 促進区域 

設定する区域は、令和 5年 7月 1日現在における北海道空知郡上富良野町の行政区域とする。

面積は約 23,710haある。ただし、自然公園法に規定する国立公園(大雪山国立公園)、鳥獣の保護

及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区（国指定鳥獣保護区である大雪

山鳥獣保護区)及び環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落を除く。 

なお、本促進区域には国内希少野生動物種の生息(繁殖・越冬・渡り環境)・生育域を含むた

め、「８ 環境の保全その他の地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項」において、環境保

全のために配慮を行う事項を記載する。 

また、自然公園法に規定する国定公園区域、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域

及び自然環境保全地域、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息

地等保護区、自然環境保全法に規定する都道府県自然環境保全地域、自然公園法に規定する都道

府県立自然公園、その他の環境保全上重要な地域（生物多様性の観点から重要度の高い湿地、自

然再生法に基づく自然再生事業の実施地域、シギ・チドリ類渡来湿地）は、本促進地域には存在

しない。 
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(2) 地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

①地理的条件 

上富良野町は、北海道のほぼ中央部に位置し、北から東にかけて美瑛町と新得町、南富良野町、

南から西にかけては富良野市と中富良野町に隣接している。 

町域は東西 24.6km、南北 19.0km、面積は約 23,710ha、東に大雪山国立公園大雪山系の十勝岳

（2,077m）、西に夕張山地の先端で芦別山塊といわれる山岳地帯、北に両山系の山麓と三面を山岳

地帯に囲まれている。南には市街地が開け、市街地を囲んで牧歌的な丘陵地帯とカラマツ林の景

観が続き、富良野盆地の平坦部につながっている。 

大雪山系の十勝岳連峰を源流とする富良野川、ヌッカクシ富良野川、ベベルイ川などが富良野

盆地に向けて流れ、また町の北部には日新ダム、日の出ダム、江幌貯水池がある。 

本町は、内陸部に位置し、周囲を山に囲まれているため、気温の日格差、月格差が大きい内陸

性気候を示し、夏の最高平均気温が 26℃前後、冬の最低平均気温は－15℃前後となる。年間降雨

量は約 1,000mm、年間積雪量は平坦部で約１ｍ、山間部では 2～3ｍに達する。 

②インフラの整備状況 

周辺都市への交通は、一般国道 237号が町域を南北に通っており、旭川市へは約１時間、富良

野市へは約 25分、札幌市へは道央自動車道の利用により約 2時間 30分の距離にある。 

空港利用においては、車で約 40 分の位置に旭川空港があり、新千歳空港へは道東自動車道利

用により約 2時間 30分の距離となっている。 

鉄道は、北海道旅客鉄道富良野線が旭川市と富良野市とを結び、函館・宗谷・石北・根室の各

本線への乗り換えにより北海道内各主要都市への鉄道移動が可能となっており、札幌市へは富良

野線から函館本線への乗り換えで約 2時間 45分となっている。 
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③産業構造 

上富良野町の産業別就業人口は 5,617 人であり、第１次産業が 17.2％（966 人）、第 2 次産業

が 10.3％（578人）、第 3次産業が 71.0％（3,986人）となっている。第 3次産業が約 7割を占め

るのは陸上自衛隊の駐屯地があり、公務員の比率が高いためである。 

 

■産業（大分類）別男女別 15歳以上就業者数 （単位：人） 

 総数 男 女 

総数 5,617 3,355 2,262 

第 1次産業 966 520 446 

A_農業，林業 965 519 446 

うち農業 936 502 434 

B_漁業 1 1 - 

第 2次産業 578 384 194 

C_鉱業，採石業，砂利採取業 1 1 - 

D_建設業 275 241 34 

E_製造業 302 142 160 

第 3次産業 3,986 2,398 1,588 

F_電気・ガス・熱供給・水道業 13 10 3 

G_情報通信業 7 3 4 

H_運輸業，郵便業 122 102 20 

I_卸売業，小売業 569 228 341 

J_金融業，保険業 53 13 40 

K_不動産業，物品賃貸業 26 13 13 

L_学術研究，専門・技術サービス業 38 24 14 

M_宿泊業，飲食サービス業 392 146 246 

N_生活関連サービス業，娯楽業 161 50 111 

O_教育，学習支援業 179 56 123 

P_医療，福祉 544 121 423 

Q_複合サービス事業 71 50 21 

R_サービス業（他に分類されないもの） 309 210 99 

S_公務（他に分類されるものを除く） 1,502 1,372 130 

T_分類不能の産業 87 53 34 

（出典：令和２年国勢調査 就業状態等基本集計） 

 

また、産業別の純付加価値額を見ると、全産業 8,121百万円のうち、「卸売業，小売業」が最も

多く（1,426 百万円、17.6%）、次いで「建設業」（1,413 百万円、17.4%）、「製造業」（1,305 百万

円、16.1%％）、「農林漁業」（707百万円、8.7%）という構造となっている。 
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■上富良野町の産業別純付加価値額 

産業 
純付加価値額 

（百万円） 

 

AB_農林漁業 707 

D_建設業 1,413 

E_製造業 1,305 

H_運輸業，郵便業 186 

I_卸売業，小売業 1,426 

K_不動産業，物品賃貸業 183 

L_学術研究，専門・技術サービス業 175 

M_宿泊業，飲食サービス

業 
384 

N_生活関連サービス業，娯楽業 131 

O_教育，学習支援業 437 

P_医療，福祉 688 

Q_複合サービス事業 389 

R_サービス業 567 

（出典：令和３年経済センサス‐活動調査） 

 

上富良野町の基幹産業は農業であり、既述のとおり本町における就業者数は公務を除くと最も

多くなっており、付加価値額も 13の産業のうち 4位と高い割合となっている。その要因として、

恵まれた土地条件と富良野盆地がもたらす内陸性気候により、昼夜の寒暖差が美味良質な農作物

の収穫につながり、このように恵まれた環境が多種多様な農作物の生産を可能としている。耕種

では麦類、水稲、豆類、馬鈴薯、甜菜のほか、ビールの原料であるホップも北海道で唯一栽培さ

れている。この恵まれた環境下により、近年では農作物の 6次産業化への取組が進み、町内にど

ぶろく製造販売所やワイナリーが出来ている。 

畜産業では、養豚と肉用牛が盛んであり、特に「かみふらのポーク」はブランド豚として高い

評価を得ている。 

 

■主な農作物作付の状況（令和 3年度） （単位：ha） 

作物名 作付面積 作物名 作付面積 作物名 作付面積 

小麦 1844.7 大麦 65.8 トマト 10.7 

水稲 754.4 小豆 57.4 花卉・花木 7.8 

大豆 698.1 玉ねぎ 41.2 青しそ 7.5 

馬鈴薯 361.9 アスパラガス 24.0 ハスカップ 7.2 

甜菜 353.2 ブロッコリー 21.6 キャベツ 4.7 

かぼちゃ 153.0 メロン 19.3 ホップ 3.4 

スイートコーン 119.2 人参 19.1 大根 1.7 

えん豆 75.9 菜豆 17.7 いちご 1.5 

（出典：上富良野町 令和 4年度農業の概要） 
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■家畜飼養の状況（令和 3年度） （単位：頭・羽） 

飼養家畜 飼育数 飼養家畜 飼育数 飼養家畜 飼育数 

肉豚（肥育） 37,875 肉用牛 11,437 採卵鶏 23 

肉豚（繁殖） 4,241 乳用牛 1,295 馬 11 

    山羊 8 

（出典：上富良野町 令和 4年度農業の概要） 

 

④人口分布の状況 

上富良野町の人口は、昭和 30 年(1955 年)の自衛隊の駐屯により急増し、昭和 35 年(1960 年)

にはピークの 17,101 人となったが、その後は減少が続いており、令和 5 年 3 月末現在の住民基

本台帳では 9,990人となっている。 

また、生産年齢人口においても、昭和 35 年(1960 年)の 11,137 人をピークに減少、平成 12 年

には老年人口が年少人口を逆転、国立社会保障・人口問題研究所の推計値によると老年人口の割

合は増え続け、令和 22年(2040年)には町全体の 45.1％が 65歳以上となり、生産年齢人口約 1.02

人で 65歳以上１人を支える構図となっている。 

こうした人口減少への対策として、「かみふらの総合戦略―上富良野町まち・ひと・しごと創生

総合戦略―」において次の 4つの基本目標を掲げ、人口減少課題の解決を図ることとしている。 

 

  ○安定した雇用の確保・創出する 

  ○新しいひとの流れをつくる 

  ○若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

  ○時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30年推計）） 
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２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

(1) 目指すべき地域の将来像の概略 

上富良野町の最上位計画である「第 6次上富良野町総合計画(平成 31年度～令和 10年度)」の基

本構想の１つに「活力と交流あふれる産業のまち」を掲げ、その中において収穫から製造・加工、

販売まで、全てが域内で完結する地域循環型の産業づくりに向けた仕組みづくりや、新規企業の立

地や既存産業の活性化や労働環境の向上に向けた取組を進めていくこととしている。 

豊富な食料資源を活かした食料品製造関連分野においては、北海道内においても有数の観光地で

ある利点を活かし、新たな開発により地域が活性化する取組を後押し、ものづくり関連分野におい

ても、雇用を創出するなど、製造業における付加価値額は全産業の約 14%を占め、本町の産業基盤

を支える重要な位置づけにあることから、これらを含め製造業全体への支援施策を実施し、地域経

済の活性化を図る。 

 

 

（RESAS 地域経済システム） 

(2) 経済的効果の目標 

北海道における１事業所当たりの平均付加価値額が 46.11百万円［経済センサス活動調査 R3］で

あることから、１事業所当たり平均 50 百万円の付加価値を創出する地域経済牽引事業を 1 件創出

し、これらの地域経済牽引事業が 1.39倍の波及効果を与え、本町で 69百万円の付加価値額を創出

することを目指す。ＫＰＩとして地域経済牽引事業の平均付加価値額、同事業による新規事業件数、

同事業による新規雇用者数を設定する。 

※「北海道上富良野町基本計画」における現状の値は、地域経済牽引事業計画の承認実績がなく、

実績値を算出できないため記載しない。 
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【経済的効果の目標】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業による付加価値額 - 69 百万円 皆増 

【任意記載のＫＰＩ】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の平均付加価値額 - 50百万円 皆増 

地域経済牽引事業の新規事業件数 - 1件 皆増 

地域経済牽引事業の新規雇用者数 - 3人 皆増 
 

 

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

本計画において、地域経済牽引事業とは以下の(1)～(3)の要件をすべて満たす事業をいう。 

(1) 地域の特性の活用 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた

地域の特性に関する事項」で定める地域の特性及びその活用戦略に沿った事業であること。 

(2) 高い付加価値の創出 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が 46.11 百

万円（北海道の１事業所あたり平均付加価値額［経済センサス活動調査（R3年）］）を上回ること。 

(3) 地域の事業者に対する相当の経済的効果 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内におい

て、以下のいずれかの効果が見込まれること。 

①促進区域に所在する事業者間での売上が開始年度比で 8％以上増加すること。 

②促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で 9％以上もしくは 3人以上増加すること。 

 

なお、(2)(3)については、地域経済牽引事業計画の計画期間が５年の場合を想定しており、それ

よりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 

 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重

点促進区域） 

本計画では重点促進区域は定めない。 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点から

みた地域の特性に関する事項 

(1) 地域の特性及びその活用戦略 

上富良野町の「かみふらのポーク」等の農畜産物を活用した食料品製造関連分野 

(2) 選定の理由 

上富良野町の「かみふらのポーク」等の農畜産物を活用した食料品製造関連分野 

上富良野町は、富良野盆地の北部に位置しており平坦地と丘陵地に分かれる土地から、水稲・畑

作物や数多くの野菜が生産されている。 

 

農業における土地条件と気候条件は、富良野盆地と盆地がもたらす内陸性気候により、各種農作

物の栽培に適しており、「北海道内で穫れる農作物で、上富良野で穫れないものはない」と昔から

言われている程である。 

特に畜産業は盛んで、食用豚の産出額は、北海道全体で 4位、肉用牛や乳用牛その他を含めた畜

産業総体の産出額も上川管内では１位となっている。 

 

■畜産業の産出額と順位（令和 3年 上川管内上位 5位） 

市町村 
畜産業（全体） 畜産業（うち豚） 

順位 産出額（千万円） 順位 産出額（千万円） 

上富良野町 1 567 1 212 

美瑛町 2 522 3 81 

士別市 3 445 - - 

旭川市 4 348 2 193 

富良野市 5 328 - - 

（出典：農林水産省 市町村別農業産出額（推計）（R3）） 

 

豚肉・牛肉は、それぞれ地域ブランドとして定着し、豚肉においては、繁殖・肥育・食肉加工

までを地域内で完結する仕組みが構築されており、本町産の豚さがり(横隔膜)は地元のソウルフ

ードとして昔から親しまれ、地産地消はもちろん、近年では北海道内外に広く出回るようになっ

てきている。特に「かみふらのポーク」については、平成 8年度に町内の養豚農家や関係団体で

設立した上富良野産豚肉販売推進協議会の目的にある「良質な上富良野産の豚肉の生産と付加価

値を高める」美味しい豚肉づくりのこだわりとして、肥育後期の飼料に麦を 10％以上配合するこ

とで、締りのある美味しい豚肉に仕上げている（上川管内の豚の産出額（上位 3位）は上記一覧

表参照）。一方、牛肉も、法人化された牛肉用肥育農場が 2法人あり、「ふらの和牛」、「ふらの

牛」、「かみふらの和牛」として売り出している。 

この背景には一見農作物の残渣ともいえる「稲わら」や「麦稈」を町内の農業者から数多く集

めることができる環境があり、その集めた稲わら等を牛の餌や寝藁として使用するなど、上富良

野町の農業と畜産業は密接に繋がっていると言える。 
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■上富良野町の農業産出額（令和 3年） 

作物名 道内順位 
農業産出額 

（千万円） 
作物名 道内順位 

農業産出額 

（千万円） 

米 44 77 果実 24 4 

麦類 30 55 工芸農作物 38 21 

豆類 34 29 肉用牛 12 256 

いも類 34 39 乳用牛 80 87 

野菜 47 117 豚 4 212 

（出典：農林水産省 市町村別農業産出額（推計）（R3）） 

 

・上富良野町の経営耕地面積 6,380ha（田 1,840ha、畑 4,540ha） 

水稲・小麦・大麦の作付け面積は「１(2)③の表」に記述 

経営耕地面積のうち飼料用作物の作付面積 1,016ha （上富良野町 農業の概要（R3）） 

 

 

【牛舎に運ばれ寝藁として使用される麦稈ロール。奥に見えるのは収穫前のスイートコーン】 

 

これら豊富な農畜産物を背景とした上富良野町の食料品製造業は 3 事業所、従業員は 89 名、出

荷額は約 3,713 百万円であり、製造業出荷額全体の 67％を占める（出典：令和 3 年経済センサス

（北海道分））。この割合は北海道平均の 38％を大きく上回っており、本町の製造業においては食

料品製造業が重要な産業となっていることが分かる。中でも、前述の食肉製造関連では、古くから

本町で繁殖、肥育した養豚を、町が直営で食肉センターを運営し、隣接して民間事業者が食肉加工、

製品化を行う一貫した生産製造サイクルが構築されており、現在においてもこの仕組みが大手民間

事業者を親会社とする町内事業者により行われており、安心安全な本町産品は、広く道内外の食卓

に提供されている。 
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また、既述「１(2)③」でも触れた本町の豊富な農産物の加工・販売を行う生産者の６次産業化

が進んでいる。具体的には、構造改革特別区域法に基づいて上富良野町どぶろく特区の指定（どぶ

ろく特区）を受け、自家製の有機栽培米を 100％使用した「どぶろく」を醸造している農家がある。

そのほか、「ピノ・ノワール、シャルドネ、メルロ」といったワイン用のぶどう栽培を行っている

農園が、平成 28年に北海道内で 33番目となるワイナリーを開設した。現在は野生酵母で発酵させ

た、ここでしか味わうことのできないワインを醸造するなど、高付加価値な製品の製造が行われて

きている。さらに現在はニンニク加工も注目されており、近い将来において製造事業が展開されて

いくことが期待される。 

これらの取組の加速に向けて、これまで本町では、これらの産業の新規立地や規模拡大の際に、

条例において雇用等の一定要件を満たした場合に固定資産税の課税を免除するなどの措置を講じ

ているほか、事業拡大や新規事業を展開する企業等に対して、補助金の活用による支援を実施して

きている。 

以上を踏まえ、本町で生産される農畜産物を活用し、それらの付加価値を高める食料品製造関連

分野の取組を強化することで、事業者と生産者の稼ぐ力を向上させ、総体的な付加価値額の増加を

目指す。 

 

 

【写真上段左 かみふらのポーク、上段中 ビール大麦畑、上段右 豆畑、 

下段左 馬鈴薯畑、下段中 ホップ、下段右 豚さがり】 
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６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地

域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

(1) 総論 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみ

た地域の特性に関する事項」に記載している上富良野町の様々な特性を生かした地域経済を牽引

する事業を支援していくためには、地域の事業者のニーズをしっかりと把握し、適切な事業環境

の整備を行っていく必要がある。事業者ニーズを踏まえた各種事業環境整備に当たっては、国の

支援策も併せて活用する等、事業コストの低減や上富良野町にしかない強みを積極的に活用する。 

(2) 制度の整備に関する事項 

①固定資産税、不動産取得税等の減免措置 

・上富良野町企業振興措置条例 

上富良野町では、町内に工場等を新設し、又は増設する事業者に対して、一定の投資及び雇用

増を行った場合、借入金の利子（借入額の 1/2に対する利子、利率上限 2.5％、借入額上限 5千万

円）の 5 年間助成のほか、固定資産税（指定要件により税相当額の 1/2 または相当額）の 3 年間

助成、常用雇用者の新規雇用者 1人当たり 15万円を 3年間助成する雇用助成金（限度額は 1千万

円）を設けている。 

・特定地域における道税の課税の特例に関する条例（北海道） 

北海道では、活発な設備投資が実施されるよう、一定の条件を課した上で、不動産取得税等の

課税免除措置に関する条例を制定しており、地域経済牽引事業の用に供する施設を設置した場合

の不動産取得税及び道固定資産税について、課税免除を行っている。 

②上富良野町中小企業融資条例 

上富良野町では、中小企業に対する融資制度により運転資金や設備資金の融資の斡旋を行って

おり、取扱金融機関に町が資金を預託するとともに利子補給を行い中小企業の育成振興並びに経

営の合理化を図っている。 

③新規開業・特産品開発支援事業補助金 

上富良野町では、新規開業、新事業展開及び特産品開発をしようとする中小企業者等が、一定

の投資を行った場合において、事業費の 1/2（上限額 150万円、特産品開発と併せて行う場合の上

限額は 200万円）を助成する補助金を設けている。 

④商工業者持続化補助金 

上富良野町では、上富良野町商工会が実施する、商工業者の経営の持続化を図るための補助事

業に要する経費に対して補助金の交付をしている。 

⑤北海道産業振興条例に基づく助成措置 

地域未来投資促進法の促進区域を北海道産業振興条例に基づく企業立地を促進するための助成

の措置の対象地域として設定する。 

(3) 情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

上富良野町における企業助成・優遇に関する情報にあっては、ホームページ等を通じて積極的

な公開を進めていく。 

(4) 事業者からの事業環境整備の提案への対応 

北海道経済部産業振興局産業振興課内及び上富良野町企画商工観光課内に、事業者の抱える課
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題解決のための相談窓口を設置する。 

また、事業環境整備の提案を受けた場合の対応については、北海道庁内関係部局及び上富良野

町が連携して対応していく。 

(5) その他の事業環境整備に関する事項 

①立地企業へのフォローアップ 

本町に進出している企業の本社（親会社）を町長自ら訪問し、情報交換を行い、企業の現状や

ニーズを把握し、本町の企業振興策への反映等を検討する。 

 ②賃上げ促進支援 

  北海道及び北海道経済産業局が主催する官民会議「北海道パートナーシップ構築宣言普及促進

会議」の構成機関が連携し、同宣言の普及・促進に取り組み、適正な価格転嫁による中小企業の

賃上げを推進する。 

(6) 実施スケジュール 

取組事項 
令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度～ 
令和 9 年度 

（2025～2027 年度） 

令和 10 年度 
（2028 年度） 
（最終年度） 

【制度の整備】 

①不動産取得税、固定
資産税の減免措置等 

○不動産取得税 
不動産取得税及び
道固定資産税の課
税免除措置に関す
る条例に基づき運
用 

○固定資産税 
上富良野町企業振
興措置条例に基づ
き運用 

運用 運用 

②上富良野町中小企業
融資条例 

上富良野町中小企業融
資条例に基づき運用 

運用 運用 

③新規開業・特産品開
発支援事業補助金 

上富良野町新規開業・
特産品開発支援事業補
助金等交付要綱に基づ
き運用 

運用 運用 

④商工業者持続化補助
金 

上富良野町商工業者持
続化補助金交付要綱に
基づき運用 

運用 運用 

⑤北海道産業振興条例 運用 運用 運用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①企業助成・優遇措置
に関する情報の公開 

実施済み 運用 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談体制の整備 基本計画の同意に合わ
せ相談窓口を設置 

運用 運用 

【その他】 

①立地企業に対するフ
ォローアップ 

立地企業の本社等への
訪問活動 

随時実施 随時実施 

②賃上げ促進支援 随時実施 随時実施 随時実施 
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７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

(1) 支援の事業の方向性 

地域一体となった地域経済牽引事業の促進にあたっては、町、上富良野町商工会、金融機関な

ど、地域に存在する支援機関がそれぞれの能力を十分に連携して支援の効果を最大限する必要が

ある。 

(2) 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

①上富良野町商工会 

本地区内における商工業の総合的な改善発達と社会一般の福祉の増進に資することを目的と

して、経営改善普及事業（経営指導員による相談・支援、創業・経営革新支援など）などを実施

している。商工業者の経営全般に係る相談支援体制の一層の充実並びに営業力強化等に向けた事

業の充実を図り、地域経済牽引事業の支援を行う。 

②金融機関 

本町は、旭川信用金庫、空知商工信用組合と上富良野町まち・ひと・しごと総合戦略における

各分野において、地域経済の活性化を図る目的として、「地方創生に関する包括連携協定」を締

結し、創業支援、企業誘致、雇用創出など地域経済活性化に関する事項等に関し、協働活動を推

進することとしている。 

また、上富良野町の融資制度の窓口として、中小企業者等の運転資金や設備資金の融資審査・

実行を行っている。 

 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

(1) 環境の保全 

新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えないように配慮

し、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、地域経済牽引

事業の活動においては環境保全に配慮し、地域社会との調和を図っていくものとする。 

特に大規模な地域経済牽引事業を行うこととなった場合には、当該事業の活動等が住民の理解

を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等を実施するなど、周辺住民

の理解を求めていく。 

また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等の温暖化対策に

ついて、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を許さない環境づくりのための広報

啓発活動を推進し、地域における環境等に対する規範意識の向上を目指す。 

さらに、多様な野生動植物の生息・生育に十分配慮し、希少な野生動植物種が確認された場合

には、北海道自然環境部局と十分調整を図りつつ、専門家の意見を聞くなどして、生息等への影

響がないよう十分に配慮して行う。 

(2) 安全な住民生活の保全 

地域の安全と平穏の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことのできない要素

である。犯罪及び事故のない安全で安心して暮らせる地域社会を作るため、犯罪及び事故の発生

防止に向けた啓発などにより町民一人ひとりの防犯意識を高めるとともに、警察、学校、住民、

企業の積極的な連携の下、より一層、地域ぐるみの体制強化を図っていく。 
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また、交通事故を防止するため、歩道やガードレールを設置するなどにより、歩道と車道を分

離するなどの交通安全施設の整備に努めるとともに、企業の事務所付近、特に頻繁に車両が出入

りする箇所や交差点等、危険性が高いと思われる箇所については、ミラーの設置や警備員の配置

等を求めていく。 

(3) その他 

・ＰＤＣＡ体制の整備 

ＰＤＣＡ体制は、上富良野町企画商工観光課を中心に関係部署による会議を毎年 6月に開催し、

本計画と承認地域経済牽引事業計画に関するレビューを実施し、効果の検証と当該事業の見直し

について適宜整理する。また、必要に応じ、支援機関や有識者等の助言を求める。 

 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基

本的な事項 

本計画では土地利用の調整を行わない。 

 

10 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から令和 10年度（2028年度）末日までとする。 

 

「上富良野町基本計画」に基づき法第 11条第 3項の規定による同意（法第 12条第１項の規定に

よる変更の同意を含む。）を受けた土地利用調整計画に関する変更の同意及び法 13条第 4項の規定

による承認（法第 14条第 3項の規定による変更の承認を含む。）を受けた承認地域経済牽引事業計

画に関する変更の承認及び承認の取消しについて、当該同意基本計画の失効後も、なお従前の例に

よる。 

 

 


